
亀 山 市 公 告 第 １ ７ 号  

都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 第 ２ １ 条 第 ２ 項 に お い

て 準 用 す る 同 法 第 ２ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 三 重 県 か ら 都 市 計 画

の 図 書 の 写 し の 送 付 を 受 け た の で 、 同 法 第 ２ １ 条 第 ２ 項 に お い て 準

用 す る 同 法 第 ２ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 当 該 都 市 計 画 の 図 書 の 写

し を 縦 覧 に 供 し ま す 。  

  令 和 ３ 年 ３ 月 １ １ 日  

                         亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

亀 山 都 市 計 画 都 市 計 画 区 域 の 整 備 、 開 発 及 び 保 全 の 方 針  

２  縦 覧 場 所  

  亀 山 市 産 業 建 設 部 都 市 整 備 課 都 市 計 画 グ ル ー プ  

 


